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「土木工事安全施工技術指針」の改定について 

 

 令和３年３月２９日付け国関整技調第１０９号の２により国土交通省関東地方

整備局企画部長から「土木工事安全施工技術指針の改定について」通知がありま

した。 

 つきましては、埼玉県においても、別添の「土木工事安全施工技術指針（令和

３年３月）」を適用することとしたので参考に送付します。 
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